
 舞  鶴  市  地  域  お  こ  し  協  ⼒  隊  受  ⼊  事  業  者  募  集  要  領 

 １  ．  趣  旨 

 こ  の  要  領  は、  舞  鶴  市  地  域  お  こ  し  協  ⼒  隊  員  （以  下  「隊  員」  と  い  う。）  と  協  働 

 し  て  移  住‧  定  住  の  促  進  及  び  地  域  活  性  化  活  動  に  資  す  る  事  業  等  を  創  出‧  実  施  す  る 

 事  業  者‧  団  体  等  （以  下  「受  ⼊  事  業  者」  と  い  う。）  を  募  集  す  る  た  め  に  必  要  な  事 

 項  を  定  め  る  も  の  で  す。 

 ２  ．  ⽬  的 

 舞  鶴  市  地  域  お  こ  し  協  ⼒  隊  は、  「未  来  に  希  望  が  も  て  る  活  ⼒  あ  る  ま  ち」  を  ⽬  指  す  た 

 め、  移  住‧  定  住  促  進  活  動  や  地  域  活  性  化  活  動  を  最  ⼤  3  年  間  ⾏っ  た  の  ち  舞  鶴  市  で  起  業 

 や  就  業  す  る  ⼈  材  と  し  て  定  住  を  図  る  も  の  で  す。  受  ⼊  事  業  者  は  隊  員  の  定  住‧  定  着  の  た 

 め  の  活  動  サ  ポー  ト  (⼈  脈  作  り  の  ⽀  援  及  び  起  業‧  就  業  の  ノ  ウ  ハ  ウ  の  教  ⽰  等)  を  ⾏  い  な 

 が  ら、  お  互  い  の  パー  ト  ナー  シッ  プ  の  も  と  移  住‧  定  住  促  進  活  動  及  び  地  域  活  性  化  活  動 

 に  取  り  組  む  こ  と  ⽬  的  と  し  て  市  が  募  集  し  ま  す。 

 ３  ．  制  度  概  要 

 舞  鶴  市  地  域  お  こ  し  協  ⼒  隊  制  度  の  運  ⽤  に  あ  たっ  て  は、  受  ⼊  事  業  者‧  隊  員‧  市  は 

 次  の  各  号  に  掲  げ  る  役  割  を  担  う  協  ⼒  関  係  に  あ  り、  相  互  に  協  ⼒  し、  地  域  活  性  化  に  資 

 す  る  活  動  に  取  り  組  む  も  の  と  し  ま  す。  市  と  隊  員  は  委  託  契  約、  市  と  受  ⼊  事  業  者  は  覚 

 書  を  締  結  し  ま  す。 



 (1)  受  ⼊  事  業  者  の  役  割 

 ①  市‧  隊  員  と  協  働  し、  移  住‧  定  住  の  促  進  及  び  地  域  の  活  性  化  に  資  す  る  活  動  に  主 

 体  的  に  取  り  組  む  こ  と。 

 ②  ⼈  脈  作  り  の  ⽀  援  や  起  業‧  就  業  の  ノ  ウ  ハ  ウ  の  教  ⽰  な  ど、  隊  員  が  市  に  定  住‧  定  着 

 で  き  る  よ  う  ⽀  援  す  る  こ  と。 

 ③  そ  の  他、  本  事  業  の  運  ⽤  に  関  し  市  と  協  ⼒  す  る  こ  と。 

 (2)  隊  員  の  役  割 

 ①  市、  受  ⼊  事  業  者  と  協  働  し、  地  域  の  活  性  化  お  よ  び  移  住‧  定  住  の  促  進  に  資  す  る 

 活  動  に  主  体  的  に  取  り  組  む  こ  と。 

 ②  ⾃  ら  の  取  り  組  む  活  動  内  容  の  公  表  及  び  周  知  に  努  め、  市  の  魅  ⼒  発  信  を  ⾏  う  こ  と。 

 ③  移  住  特  別  推  進  区  域  の  ⼀  部  （池  内  地  区‧  ⾼  野  地  区‧  四  所  地  区）  へ  の  重  点  的  な 

 移  住  促  進  活  動  を  ⾏  う  こ  と。 

 ③  市、  受  ⼊  事  業  者、  地  域  住  ⺠  と  の  円  滑  な  コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン  を  図  る  こ  と。 

 (3)  市  の  役  割 

 ①  隊  員  の  募  集‧  認  定‧  労  務  管  理  を  ⾏  い、  活  動  に  関  す  る  フォ  ロー  を  ⾏  う  こ  と。 

 ②  本  要  領  に  よ  り  受  ⼊  事  業  者  を  募  集‧  選  定  し、  隊  員  と  の  マッ  チ  ン  グ  を  図  る  こ  と。 

 ③  市  の  ホー  ム  ペー  ジ  や  広  報  紙  等  を  利  ⽤  し、  隊  員  の  活  動  を  周  知  す  る  こ  と。 

 ④  そ  の  他  舞  鶴  市  地  域  お  こ  し  協  ⼒  隊  事  業  の  推  進  に  あ  た  り、  事  務  を  ⾏  う  こ  と。 

 ４  ．  募  集  団  体  数 

    今  回  の  募  集  で  は、  2  名  の  隊  員  を  募  集  す  る  予  定  で  す。  各  隊  員  に  つ  き、  活  動  を  ⾏  う 

 受  ⼊  事  業  者  を  1  者  配  置  す  る  た  め、  受  ⼊  事  業  者  も  2  者  募  集  し  ま  す。 



 ５  ．  応  募  要  件 

 受  ⼊  事  業  者  希  望  の  応  募  に  当  たっ  て  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  要  件  を  す  べ  て  満  た  す  こ 

 と  と  し  ま  す。 

 (1)  舞  鶴  市  内  で  活  動  し  て  い  る  事  業  者  で  あ  る  こ  と。 

 (2)  任  意  団  体  で  は  な  い  こ  と。 

 (3)  隊  員  と  の  活  動  の  趣  旨  が  営  利  ⽬  的  で  な  い  こ  と。 

 (4)  ⾵  俗  営  業  等  の  規  制  及  び  活  動  の  適  正  化  等  に  関  す  る  法  律  （昭  和  ２  ３  年  法  律  第  １  ２ 

 ２  号）  第  ２  条  に  規  定  す  る  営  業  を  ⾏  う  事  業  者  で  な  い  こ  と。 

 (5)  特  定  の  宗  教‧  政  治  団  体  と  関  わ  る  場  合  や  活  動  の  内  容  が  公  序  良  俗  に  反  す  る  営  業  を 

 ⾏っ  て  い  る  事  業  者  で  な  い  こ  と。 

 (6)  役  員  等  が  暴  ⼒  団  （暴  ⼒  団  員  に  よ  る  不  当  な  ⾏  為  の  防  ⽌  等  に  関  す  る  法  律  （平  成  ３ 

 年  法  律  第  ７  ７  号）  第  ２  条  第  ２  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  を  い  う。）、  暴  ⼒  団  員  （同  条 

 第  ６  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員  を  い  う。  以  下  同  じ。）  ⼜  は  暴  ⼒  団  員  と  社  会  的  に  ⾮  難 

 さ  れ  る  べ  き  関  係  を  有  し  て  い  る  事  業  者  で  な  い  こ  と。 

 ６  ．  応  募  ⽅  法  等 

    応  募  に  あ  たっ  て  は、  市  が  制  度  趣  旨  の  説  明  お  よ  び  事  業  内  容  や  隊  員  受  ⼊  の  必  要  性 

 等  に  つ  い  て  ヒ  ア  リ  ン  グ  を  ⾏  い  ま  す  の  で、  ま  ず  市  へ  お  問  い  合  わ  せ  の  う  え  ご  応  募  く 

 だ  さ  い。 



 (1)  提  出  書  類 

 ①  舞  鶴  市  地  域  お  こ  し  協  ⼒  隊  員  受  ⼊  申  込  書  （様  式  第  １  号） 

 ②  協  働  実  施  事  業  等  提  案  書  （様  式  第  ２  号） 

 ③  応  募  要  件  に  係  る  宣  誓  書  （様  式  第  ３  号） 

 (2)  提  出  ⽅  法 

 郵  送  ⼜  は  持  参 

 ※  持  参  の  場  合  の  受  付  時  間  は、  ⼟  ⽇  祝  ⽇  を  除  く  午  前  ９  時  か  ら  午  後  ５  時  ま  で  で  す。 

 (3)  提  出  先 

 舞  鶴  市  役  所     産  業  振  興  部     ふ  る  さ  と  応  援  課 

 （〒  625  －  8555  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地     本  館  2  階） 

 (4)  募  集  期  間 

 令  和  ７  年  ５  ⽉  １  ⽇  （⽊）  〜  ５  ⽉  ２  ２  ⽇  （⽊）  午  後  １  時  ま  で 

 (5)  留  意  事  項 

 応  募  者  が  複  数  の  事  業  等  を  実  施  し  よ  う  と  す  る  場  合  に  は、  事  業  ご  と  に  協  働  実  施  事  業 

 等  提  案  書  （様  式  第  ２  号）  を  作  成  し  提  出  す  る  こ  と。 

 ７  ．  選  考 

 (1)  選  考  基  準 

 応  募  書  類  の  内  容  を  ふ  ま  え、  以  下  の  選  考  基  準  に  基  づ  き  第  三  者  機  関  の  舞  鶴  暮  ら  し  応 

 援  協  議  会  に  て  選  考  を  ⾏  い、  決  定  し  ま  す。 



 ①  提  案  実  施  事  業  は  本  制  度  の  趣  旨  を  踏  ま  え、  市‧  隊  員  と  協  働  し  て  地  域  の  活  性  化 

 に  貢  献  す  る  も  の  で、  本  制  度  を  活  ⽤  し  て  実  施  す  る  こ  と  が  適  当  で  あ  る  か。 

 ②  隊  員  の  活  動  ⽀  援‧  受  ⼊  体  制  は  充  実  し  て  い  る  か。 

 ③  事  業  遂  ⾏  に  お  け  る  主  体  性、  隊  員  受  ⼊  の  必  要  性  な  ど、  隊  員  を  受  け  ⼊  れ  る  資  質  を 

 備  え  て  い  る  か。 

 (2)  選  考  結  果  の  通  知 

 選  考  終  了  後、  書  ⾯  に  て  結  果  を  通  知  し  ま  す。  な  お、  選  考  理  由  に  つ  い  て  は  回  答  致  し 

 か  ね  ま  す  の  で  ご  了  承  く  だ  さ  い。 

 ８  ．  留  意  事  項 

 (1)  受  ⼊  事  業  者  と  し  て  選  定  さ  れ  た  場  合、  市  と  協  議  の  上、  市  が  隊  員  の  活  動  メ  ニュー 

 を  決  定  し  隊  員  募  集  を  ⾏  い  ま  す。  ま  た  隊  員  の  活  動  メ  ニュー  に  は、  受  ⼊  事  業  者  か  ら 

 提  案  の  あっ  た  事  業  の  ほ  か  に、  市  が  定  め  る  活  動  内  容  も  含  ま  れ  ま  す。  隊  員  の  活  動 

 中、  活  動  量  に  よ  り  隊  員  へ  の  負  荷  が  ⼤  き  い  と  市  が  判  断  す  る  場  合  は、  協  議  の  上、  実 

 施  事  業  を  変  更  す  る  場  合  が  あ  り  ま  す。 

 (2)  隊  員  の  報  償  費  や  活  動  に  要  す  る  経  費  は  予  算  の  範  囲  内  で  市  が  負  担  し  ま  す。 

 (3)  隊  員  の  活  動  時  間  の  ⽬  安  は、  １  ⽉  当  た  り  20  ⽇  間、  １  ⽇  当  た  り  ７  時  間  45  分  を  想 

 定  し  て  い  ま  す  （市  が  定  め  る  活  動  内  容  も  含  む）。 

 (4)  受  ⼊  事  業  者  に  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  事  項  を  依  頼  す  る  場  合  が  あ  り  ま  す。 

 ①  隊  員  募  集  イ  ベ  ン  ト  へ  の  同  ⾏、  選  考  へ  の  参  加 

 ②  応  募  希  望  者  の  就  業  体  験  へ  の  対  応 

 ③  受  ⼊  事  業  者  を  対  象  と  し  た  研  修  へ  の  参  加 



 ④  受  ⼊  事  業  者  を  対  象  と  し  た  ア  ン  ケー  ト  へ  の  協  ⼒ 

 ⑤  市  が  主  催  す  る  研  修‧  活  動  報  告  会  等  へ  の  参  加 

 (5)  隊  員  受  ⼊  れ  後、  新  規  に  隊  員  と  の  協  働  事  業  を  実  施  す  る  場  合  は、  あ  ら  か  じ  め  隊  員 

 お  よ  び  市  に  相  談  の  う  え、  協  働  実  施  事  業  等  追  加  提  案  書  （様  式  第  ４  号）  を  市  へ  提  出 

 の  う  え  許  可  を  得  て  か  ら  実  施  し  て  く  だ  さ  い。 

 (6)  受  ⼊  事  業  者  と  し  て  選  定  さ  れ  た  ⽇  か  ら  ２  年  以  内  に  隊  員  の  受  ⼊  が  無  かっ  た  場  合、 

 受  ⼊  事  業  者  と  し  て  の  資  格  を  失  う  も  の  と  し  ま  す。 

 (7)  隊  員  募  集  の  際  応  募  者  が  現  れ  な  い  場  合  に  は、  市  と  協  議  の  上  で  活  動  メ  ニュー  を  変 

 更‧  調  整  す  る  場  合  が  あ  り  ま  す。 

 ９  ．  お  問  合  せ  先 

 舞  鶴  市  産  業  振  興  部     ふ  る  さ  と  応  援  課 

 〒  ６  ２  ５  －  ８  ５  ５  ５  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 

 電  話  ：  ０  ７  ７  ３  －  ６  ６  －  １  ０  ８  ５ 

 Ｆ  Ａ  Ｘ  ：  ０  ７  ７  ３  －  ６  ２  －  ５  ０  ９  ９ 

 E-mail  ：  f-ouen  @city.maizuru.lg.jp 
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